
 

厚生労働大臣が定める掲示事項 

 

化学療法センターのご案内 

 

➢ 外来で化学療法を受ける患者さんがご利用の対象になります。ご自宅での生

活や仕事を続けながら治療を受けることができます 

➢ 医師・専任看護師・専任薬剤師・管理栄養士等と多職種で連携し支援してお

ります 

➢ 体調不良時は、いつでも相談できるよう 24時間体制で電話相談が可能です 

また、必要時は入院ができる体制を整えております 

➢ がん相談支援センターと連携し、がんに対する医療・療養・生活上の不安・

就労に関することなどお気軽に相談することができます 

➢ 化学療法運営委員会を定期的に開催し、治療内容の妥当性を評価しています 

 

病院長 


